
 
 

子ども政策課 

 

 議案第４３号 

港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例 

の一部を改正する条例について 

 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条

第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が

定める施設の設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働

省告示第２号。以下「基準」といいます。）の一部改正を踏まえ、港区幼保連携型認

定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（以下「条例」といいま

す。）の一部を改正します。 

 

１ 改正理由 

  基準の改正により、次の３点が追加されたことを踏まえ、条例の一部を改正します。 

（１）心身に有害な影響を与える行為の禁止 

（２）自動車運行時の所在確認 

（３）保健師等のみなし配置に関する要件の規定 

 

２ 改正内容 

（１）子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないことを明確にします。 

（２）通園や園外学習等のために自動車を運行する場合、乗降車の際に点呼等の方法

により子どもの所在確認をすることを義務付けます。また、通園用の自動車にはブ

ザー等の車内の子どもの見落とし防止装置を備えることも義務付けます。 

（３）保健師等を一人に限り保育士とみなすことを可能とするための要件を規定します。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

  ※２（２）の子どもの見落とし防止装置の設置については令和６年３月３１日ま

で経過措置あり。 

令和５年６月２６日 資料№５ 
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1 

港
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
認
定
こ
ど
も
園
の
類
型
） 

（
認
定
こ
ど
も
園
の
類
型
） 

第
三
条 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
類
型
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
類
型
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
を
い
う
。 

 

一 

幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
を
い
う
。 

 
 

㈠ 

単
独
型 

幼
稚
園
教
育
要
領
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
十
六
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
幼
稚
園
に
関
し
て
文

部
科
学
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
い
う
。
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
従
っ
て
編
成
さ
れ
た
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
を
行
う
ほ
か
、
当
該
教

育
の
た
め
の
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
、
在
籍
し
て
い
る
子
ど
も
の
う

ち
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
該
当
す
る
者
に
対
す
る
教
育
を
行
う
幼

稚
園 

 
 

㈠ 

単
独
型 

幼
稚
園
教
育
要
領
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
十
六
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
幼
稚
園
に
関
し
て
文
部
科
学

大
臣
が
定
め
る
事
項
を
い
う
。
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従

っ
て
編
成
さ
れ
た
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
を
行
う
ほ
か
、
当
該
教
育
の

た
め
の
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
、
在
籍
し
て
い
る
子
ど
も
の
う
ち
保

育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
該
当
す
る
者
に
対
す
る
教
育
を
行
う
幼
稚
園 

 
 

㈡ 

（
略
） 

 
 

㈡ 

（
略
） 

 

二
・
三 

（
略
） 

 
二
・
三 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 
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（
教
育
及
び
保
育
の
内
容
） 

（
教
育
及
び
保
育
の
内
容
） 

第
九
条 

認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
教
育
及
び
保
育
の
内
容
は
、
法
第
六
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
教
育
・
保
育
要
領
（
法
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
定
め
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
育

課
程
そ
の
他
の
教
育
及
び
保
育
の
内
容
に
関
す
る
事
項
を
い
う
。
）
を
踏
ま
え

る
と
と
も
に
、
幼
稚
園
教
育
要
領
及
び
保
育
所
保
育
指
針
（
児
童
福
祉
施
設
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第

三
十
五
条
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
指
針
を
い
う
。
）
に
基
づ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
九
条 

認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
教
育
及
び
保
育
の
内
容
は
、
法
第
六
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
教
育
・
保
育
要
領
（
法
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
定
め
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
育

課
程
そ
の
他
の
教
育
及
び
保
育
の
内
容
に
関
す
る
事
項
を
い
う
。
）
を
踏
ま
え

る
と
と
も
に
、
幼
稚
園
教
育
要
領
及
び
保
育
所
保
育
指
針
（
児
童
福
祉
施
設
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第

三
十
五
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
針
を
い
う
。
）
に
基
づ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
虐
待
等
の
禁
止
） 

 

第
十
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
は
、
子
ど
も
に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
三

条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
子
ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与

え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
不
当
な
行
為
の
禁
止
） 

 

第
十
一
条 

認
定
こ
ど
も
園
の
長
は
、
子
ど
も
に
対
し
て
教
育
及
び
保
育
又
は
指

導
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
身
体
的
苦
痛
を
与
え
、
人
格
を
辱
め
る
等
不
当
な

行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
保
育
従
事
職
員
の
資
質
向
上
等
） 
（
保
育
従
事
職
員
の
資
質
向
上
等
） 

第
十
二
条 

（
略
） 
第
十
条 

（
略
） 

（
子
育
て
支
援
事
業
の
内
容
） 

（
子
育
て
支
援
事
業
の
内
容
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

第
十
一
条 
（
略
） 
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（
認
定
こ
ど
も
園
の
長
） 

（
認
定
こ
ど
も
園
の
長
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

（
教
育
及
び
保
育
を
行
う
期
間
及
び
時
間
） 

（
教
育
及
び
保
育
を
行
う
期
間
及
び
時
間
） 

第
十
五
条 
（
略
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

（
情
報
開
示
） 

（
情
報
開
示
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

（
平
等
取
扱
原
則
） 

（
平
等
取
扱
原
則
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

（
一
般
的
基
準
） 

（
一
般
的
基
準
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
） 

 

第
十
九
条 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
子
ど
も
の
通
園
、
園
外
に
お
け
る
学
習
の
た
め

の
移
動
そ
の
他
の
子
ど
も
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
子

ど
も
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
子
ど
も
の
所
在
を
確
実
に
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
子
ど
も
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

２ 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
子
ど
も
の
通
園
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及

び
こ
れ
と
並
列
の
座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備
え
ら
れ
た
前
向
き

の
座
席
以
外
の
座
席
を
有
し
な
い
自
動
車
そ
の
他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ

れ
と
同
程
度
に
子
ど
も
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
自
動

車
を
除
く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の

他
の
車
内
の
子
ど
も
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い
て
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4 

前
項
の
規
定
に
よ
る
所
在
の
確
認
（
子
ど
も
の
降
車
の
際
に
限
る
。
）
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
運
営
状
況
の
評
価
等
） 

（
運
営
状
況
の
評
価
等
） 

第
二
十
条 
（
略
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

（
掲
示
） 

（
掲
示
） 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

（
委
任
） 

（
委
任
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 
 

付 

則 

１
～
３ 

（
略
） 

１
～
３ 

（
略
） 

（
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
の
配
置
の
基
準
に
係
る
特
例
） 

 

４ 

第
五
条
第
三
項
に
定
め
る
保
育
従
事
職
員
（
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登

録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

一
人
に
限
っ
て
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
保
健
師
又
は
看
護
師
（
以

下
「
保
健
師
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

満
一
歳
未
満
の
子
ど
も
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、

子
育
て
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
保
健
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当

該
保
健
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
第
五
条
第
三
項
に
定
め
る
保
育
従
事

職
員
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
三
項
に
定
め
る
保
育
従
事
職
員
を
保
健
師
等

 

5



 

5 

を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
健
師
等
の
総
数
は
、
同
項
の
規

定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
従
事
職
員
の
数
の
三
分
の
一
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定

こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
認
定
こ
ど
も
園
（
同
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
子
ど
も
の
通
園
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
同

項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
自
動
車
に
同
項
の
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
子
ど
も
の
見
落
と
し
を
防
止

す
る
装
置
（
以
下
「
ブ
ザ
ー
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
こ
と
及
び
こ
れ
を
用

い
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
子
ど
も
の
通
園
を
目
的
と
し
た
当
該
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す

る
認
定
こ
ど
も
園
は
、
ブ
ザ
ー
等
の
設
置
に
代
わ
る
措
置
を
講
じ
て
子
ど
も
の

所
在
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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